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 参考：生駒市における心のバリアフリーの取組 

 生駒市バリアフリー基本構想（令和3年3月策定）で紹介した心のバリアフリー、ソフト対策の取組について、以下のとおり実施目標を示します。基本構想の期間にあたる10年間（令和13年度）の目標とし、一部取組に

ついては、上位計画である「第６次生駒市総合計画」や関連計画において、必要に応じた内容等の見直しや更新を行うこととします。 

 

啓発ポスターの掲出、パンフレットや広報紙の配布、ホームページ等により、市民等が
高齢者や障がい者等への理解を深めるための情報提供を行います。

関係機関より提供のある各種啓発ポスター、パンフレット等について、掲載、配布等の
適切な対応を行い、市民への情報提供を継続的に実施する。

生駒市

障がいのある人とない人が共に支え合い、尊重し合う共生社会を推進するための啓発活
動を実施します。

障害者基本法第９条に基づき、12月3日から9日の「障害者週間」に合わせて、街頭啓
発、講演会、ポスター展等の啓発活動を実施する。

社会福祉協議会

配慮の必要性を示すマークの普及啓発
配慮を要する方を対象としたマーク、高齢運転者標識、マタニティマーク等について、
市民等が配慮すべき事項等をわかりやすく情報提供します。

各種届出時、実施する講座等での機会または生駒市ホームページを利用し、マークにつ
いての認知度を高めることで、普及啓発に努める。

生駒市

子どもと高齢者との世代間交流の実施
高齢者の生きがいづくりを促進するために、子どもから高齢者まで誰もが参加できる世
代間交流事業を実施します。

小学校区ごとに継続的に実施する。
生駒市老人クラブ連合会

生駒市

学校生活の中、特に道徳や総合的な学習で障がいに対する理解を深める教育を行いま
す。

市内の小学校及び中学校の全学年を対象に、道徳や総合的な学習の授業を実施する。 生駒市

ハンデの有無にかかわらず、子ども同士の交流活動等を通して、思いやりや助け合い
等、子どもの頃から自然に共生の心を育むことができる取組を推進します。

上記取組を通じて、推進することを目標とする。 生駒市

市民向けセミナー・イベント等の実施
「ユニバーサルキャンプ in 生駒」等のイベントを開催し、障がいの有無にかかわらず
ともにふれ合い、多様性や思いやりを学ぶ場を提供します。

多様性の尊重や他者への思いやり等を学ぶ場を提供する。 生駒市

障がい者の特性や必要な配慮等を理解し、日常における困りごとを手助けできる「あい
サポート運動」を推進します。「あいサポーター養成講座」の受講者には支援の意思を
表示する「あいサポートバッジ」を配布しています。

「あいサポーター養成講座」を年に1回程度実施することを目標とする。 生駒市

障がい者等が、緊急時に支援を求めやすくするための「ヘルプマーク」や「ヘルプカー
ド」について市民に普及啓発し、市民への理解促進を図ります。

実施する講座等での機会を利用し、マークについての認知度を高めることで、普及啓発
に努める。

生駒市

認知症の方に対する理解を促進するため、正しい理解や知識を持ってもらう認知症サ
ポーター養成講座を実施しています。一般市民のほか、市職員、小中学生、市内の企業
等に向けても実施します。

年間で延べ750人のサポーターを養成することを目標とする。また、受講者には認知症に
対する正しい理解を持つ者の証として認知症サポーターカードを配布する。

生駒市

福祉についての学習の機会を提供し、福祉活動及びボランティア活動への発展と障がい
等への理解を深めるため、地域に出向いて福祉出前講座を開催します。

学校等の団体からの依頼に基づき、手話、点字、車いす、アイマスク等の体験講座や福
祉教育を実施する。受講者には「思いやりサポーター認定証」を配布する。

社会福祉協議会

障がいに対する理解を深め、正しい認識のもとで合理的な配慮ができるよう、障がい特
性や人格と個性の尊重をテーマとした研修を実施します。

生駒市において、障がいを理由とする差別の解消を目的として定めた職員対応要領に基
づき、障がい者に対し適切に対応します。

生駒市において、障がい者である職員の活躍の場を広げることを目的とした指針を整備
し周知します。

令和2年度に「生駒市役所障がい者任用指針」を策定し、周知を行った。 生駒市

障がい者等を対象とした接遇教育の実施や接遇に関するマニュアルの整備を行います。 接遇マニュアル等の整備や職員を対象とした接遇教育を実施する。
施設管理者

（指定管理者を含む）
公共交通事業者

放置自転車等の撤去、警告 「生駒市自転車等放置防止条例」に基づき、必要に応じ、継続的に適宜実施する。 生駒市

駐輪マナー、駐車マナー等に関する市民等への啓発
通行者の安全を確保する目的で、鉄道利用者の多い駅周辺において自転車等の違法駐車を行おう
とする者に対して継続的に適宜指導を実施する。

生駒市

安全な歩行空間確保に支障を及ぼす行為を防止するための指導 道路法第４２条に基づき、必要に応じ、継続的に適宜実施する。 道路管理者(国、県、市)

バリアフリーに関する位置情報の提供 バリアフリー化されたトイレ等の情報発信 「生駒おでかけトイレマップ」などを活用し、必要な情報提供を行う。 生駒市

見やすさ、伝わりやすさ、参加しやすさの3つの『やすさ』を心がけた多様なコミュニケーショ
ン手段の活用
（手話、要約筆記、筆談、字幕、点字、音訳、UDフォント等）

「生駒市手話言語の普及並びに障がいの特性に応じた多様なコミュニケーション手段の理解及び
利用の促進に関する条例」に基づき、市として多様なコミュニケーション手段の活用に積極的に
取り組む。

生駒市

ホームページのウェブアクセシビリティの維持、向上
令和3年3月に、国の求めるJIS規格に対応したホームページのリニューアルを行った。今後は毎
年度、アクセシビリティ対応状況調査を行い、規格対応への維持・向上に取り組む。

生駒市

従業員・職員教育の実施

取組内容 内容詳細 実施目標

生駒市市職員を対象とした「あいサポーター研修」を年1回程度実施する。

事業主体

ソフト対策

放置自転車等の対策及び歩行環境等
を維持するための対策

多様なコミュニケーション手段の理解
及び利用促進の改善

心
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー

理解を深める
ための啓発・

広報活動

普及、啓発の促進

実際に行動に
つなげるための

支援となる
幅広い教育活動

学校における障がい者理解に向けた
教育の実施

誰もがサポーターとなるための
教育、啓発活動の実施














